
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に互いに間隔をおいて形成された第１の導電層及び第２の導電層と、
　前記半導体基板、前記第１の導電層及び前記第２の導電層の上に形成された第１の絶縁
膜と、
　前記第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が前記第１の導電層と接続する第１のプラグと
、
　前記第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が前記第２の導電層と接続する第２のプラグと
、
　前記第１の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜における前記第１のプラグの上方に形成された第１の開口部と、
　前記第２の絶縁膜における前記第２のプラグの上方に形成された

第２の開口部と、
　前記第１の開口部の壁部及び底部に前記第１のプラグと電気的に接続するように形成さ
れた第１の金属膜よりなる下部電極、前記下部電極
の上に形成された強誘電体膜よりなる容量絶縁膜、及び前記容量絶縁膜の上に形成された
第２の金属膜よりなる上部電極からなる容量素子とを備え、
　前記第２の金属膜は、前記容量絶縁膜の上から前記第２の開口部に跨り、前記第２の開
口部の壁面及び底面上に接するように形成されており、且つ前記第２のプラグを介して、
前記第２の導電層と電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
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、前記第１の開口部の
大きさよりも小さく且つ開口径が上方にいくにつれて大きくなっている

が有する第３の開口部の壁部及び底部



【請求項２】
　前記第２の開口部の下に、前記第２のプラグと接続する第２の酸素バリア膜をさらに備
え、
　前記第２の開口部における前記第２の金属膜は、前記第２の酸素バリア膜と接続してい
ることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１のプラグと前記下部電極との間には、第１の酸素バリア膜が形成されているこ
とを特徴とする請求項１又は２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の金属膜は、金属酸化物よりなることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
置。
【請求項５】
　前記容量素子は、水素バリア膜によって被覆されていることを特徴とする請求項１に記
載の半導体装置。
【請求項６】
　半導体基板上に、互いが離間するように第１の導電層及び第２の導電層を形成する工程
と、
　前記半導体基板、前記第１の導電層、及び前記第２の導電層の上に、第１の絶縁膜を形
成する工程と、
　前記第１の絶縁膜を貫通し、前記第１の導電層と接続する第１のプラグと、前記第１の
絶縁膜を貫通し、前記第２の導電層と接続する第２のプラグとを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜の上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜における前記第１のプラグの上方に第１の開口部を形成する工程と、
　前記第１の開口部の壁部及び底部に第１の金属膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜 の上に
強誘電体膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜及び前記強誘電体膜における前記第２のプラグの上方に

第２の開
口部を形成する工程と、
　前記強誘電体膜の上並びに前記強誘電体膜の上から前記第２の開口部に跨り、且つ前記
第２の開口部の壁面及び底面上に接するように、前記第２のプラグと電気的に接続する第
２の金属膜を形成する工程とを備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　半導体基板上に、互いが離間するように第１の導電層及び第２の導電層を形成する工程
と、
　前記半導体基板、前記第１の導電層、及び前記第２の導電層の上に、第１の絶縁膜を形
成する工程と、
　前記第１の絶縁膜を貫通し、前記第１の導電層と接続する第１のプラグと、前記第１の
絶縁膜を貫通し、前記第２の導電層と接続する第２のプラグとを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜の上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜における前記第１のプラグの上方に第１の開口部を形成する工程と、
　前記第１の開口部の壁部及び底部に第１の金属膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜 の上に
、強誘電体膜を形成する工程と、
　前記第２のプラグの上方に形成された前記強誘電体膜を除去する工程と、
　前記強誘電体膜を除去した前記第２の絶縁膜に

第２の開口部を形成する工程と、
　前記強誘電体膜の上並びに前記強誘電体膜の上から前記第２の開口部に跨り、且つ前記
第２の開口部の壁面及び底面に接するように、前記第２のプラグと電気的に接続する第２
の金属膜を形成する工程とを備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

10

20

30

40

50

(2) JP 3935475 B2 2007.6.20

並びに前記第１の金属膜が有する第３の開口部の壁部及び底部

、前記第１の
開口部の大きさよりも小さく且つ開口径が上方にいくにつれて大きくなっている

並びに前記第１の金属膜が有する第３の開口部の壁部及び底部

前記第１の開口部の大きさよりも小さく
且つ開口径が上方にいくにつれて大きくなっている



【請求項８】
　前記第１のプラグの上端と前記第１の開口部の底部との間には第１の酸素バリア膜が形
成されていると共に、前記第２のプラグの上端と前記第２の開口部の底部との間には第２
の酸素バリア膜が形成されていることを特徴とする請求項６又は７に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項９】
　前記第１の開口部の下側には第１の水素バリア膜が形成されていると共に、前記第２の
金属膜の上側には第２の水素バリア膜が形成されていることを特徴とする請求項６又は７
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の金属膜を形成する工程は、前記第２の開口部の底部において、前記第２の酸
素バリア膜と接続するように形成されることを特徴とする請求項８に記載の半導体装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘電体メモリにおける上部電極の電位の引き出し構造に関する半導体装置及
びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　強誘電体メモリは、プレーナ型及びスタック型の構造を使用した１～６４ｋｂｉｔの小
容量のものが量産され始め、最近では、強誘電体膜を平坦部のみではなく側壁部も利用す
る立体スタック型の構造を有する強誘電体メモリの開発が着手されている。立体スタック
型の構造を有する強誘電体メモリは、下部電極の直下に半導体基板と電気的に接続するコ
ンタクトプラグを配置することにより、セルサイズを縮小して集積度を向上させると共に
、段差に沿って容量絶縁膜を形成することにより、容量絶縁膜の表面積をかせいで容量の
確保を行なっている。この分野においては、強誘電体メモリに先行して、数々のＤＲＡＭ
のセル構造が提案されている。
【０００３】
　まず、第１の従来例に係る半導体装置について、図２４参照しながら説明する（例えば
、特許文献１ 参照）。
【０００４】
　図２４は、両面シリンダ型構造を採用したキャパシタを備えた半導体装置の断面図を示
している。
【０００５】
　図２４に示すように、シリコン基板１０におけるメモリセルアレイ領域Ａ１及び周辺領
域Ａ２には、素子分離領域１１が設けられている。シリコン基板１０上には、ゲート絶縁
膜１２が設けられ、該ゲート絶縁膜１２の上には、ゲート電極１３が設けられている。ま
た、シリコン基板１０の表面部には、ソース領域又はドレイン領域となる不純物拡散層（
図示せず）が選択的に設けられており、これにより、ＭＯＳトランジスタが形成されてい
る。シリコン基板１０上には、ＭＯＳトランジスタを覆うように第１のシリコン窒化膜１
４が設けられている。第１のシリコン窒化膜１４の上には、第１の層間絶縁膜１５及び第
１のシリコン酸化膜１６が順に設けられている。なお、メモリセルアレイ領域Ａ１の第１
の層間絶縁膜１５内には、図示していない領域においてセルトランジスタのドレイン領域
と接続する配線１７が設けられており、周辺領域Ａ２においても、ＭＯＳトランジスタの
ドレイン領域と接続する配線１７が設けられている。
【０００６】
　第１のシリコン窒化膜１４、第１の層間絶縁膜１５、及び第１のシリコン酸化膜１６に
は、ＭＯＳトランジスタのソース領域と接続するコンタクトプラグ１８が形成されている
。第１のシリコン酸化膜１６の上には、第２のシリコン窒化膜１９、第２のシリコン酸化
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膜２０、及び第３のシリコン窒化膜２１からなる積層層間絶縁膜が設けられている。積層
層間絶縁膜には、第１のシリコン酸化膜１６及びコンタクトプラグ１８を露出させる円筒
形の溝２２が設けられている。溝２２は、個々のコンタクトプラグ１８毎に設けられてお
り、溝２２内の側壁及び底部にはライナー材２３が設けられている。
【０００７】
　溝２２の内部には、筒型形状を有する両面シリンダ型のキャパシタを構成する、溝２２
の底部から一定の高さを有する下部電極２４が設けられており、該下部電極２４は、ライ
ナー材２３を介在してコンタクトプラグ１８と電気的に接続している。下部電極２４の上
には容量絶縁膜２５が設けられ、該容量絶縁膜２５の上には上部電極２６が設けられてい
る。このように、両面シリンダ型のスタック・キャパシタが形成されている。
【０００８】
　上部電極２６の上には、第２の層間絶縁膜２７が設けられている。第２の層間絶縁膜２
７には、上部電極２６に達するコンタクトホール２８が設けられており、該コンタクトホ
ール２８を埋め込むようにして金属配線層２９が設けられている。第２の層間絶縁膜２７
の上には、第３の層間絶縁膜３０が設けられている。このようにして、ＤＲＡＭが形成さ
れている。
【０００９】
　以上に示したＤＲＡＭの立体構造においては、配線２９と上部電極２６とを直接接続す
るコンタクトプラグを介して、上部電極２６の電位を上部から引き出している。
【００１０】
　次に、第２の従来例に係る半導体装置について、図２５を参照しながら説明する（例え
ば、特許文献２ 参照）。
【００１１】
　図２５は、第２の従来例に係る半導体装置の断面図を示している。
【００１２】
　図２５に示すように、シリコン基板５０には、素子分離領域５１が設けられており、不
純物拡散層５２が形成されている。シリコン基板５０、素子分離領域５１、及び不純物拡
散層５２の上には、層間絶縁膜５３が設けられており、該層間絶縁膜５３を貫通すると共
に下端が不純物拡散層５２と接続するコンタクトプラグ５４が形成されている。各コンタ
クトプラグ５４の上には、下部電極５５及び強誘電体膜５６が順に形成されており、下部
電極５５及び強誘電体膜５６の側壁には、下部電極５５と後述する上部電極５７との短絡
を防止するサイドウォール５８が形成されている。また、図２５に示すように、一の強誘
電体膜５５には、下部電極５５の上面を露出させる開口５９が設けられている。層間絶縁
膜５３の上には、下部電極５５、容量絶縁膜５６、及びサイドウォール５８を覆うように
、上部電極５７が形成されている。このように、図２５に示した第２の従来例に係る半導
体装置は、上部電極５７の電位を上部へ直接引き出さずに、下部電極５５を介して引き出
している。
【特許文献１】特開２００２－８３８８０号公報　（図１）
【特許文献２】ＵＳＰ５５６７６３６　（Ｆｉｇ．１５）
【特許文献３】特開２００３－１７４１４５号公報
【特許文献４】特開２００３－２８９１３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、前述の第１の従来例に示すように、上部電極の電位を引き出すために、
配線からのコンタクトプラグの下端を上部電極の上面に接続する構造を強誘電体メモリへ
採用すると、以下に示す問題が発生する。
【００１４】
　すなわち、強誘電体メモリを構成する容量絶縁膜となる強誘電体膜は、ＳｒＢｉ 2Ｔａ 2

Ｏ 9  系のビスマス層状構造型、ＰｂＺｒＯ 3  系のペロブスカイト結晶型に代表されるよう
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に金属酸化物である。これらの金属酸化物は、還元性雰囲気に曝されると容易に還元され
るので、強誘電体膜の特性が劣化するという問題がある。
【００１５】
　一般的に、強誘電体膜の特性劣化を防止するためには、強誘電体膜を形成した後の半導
体プロセス条件を低水素化する方法、又は強誘電体キャパシタを水素バリア膜で被覆する
方法があり、最近では後者が主流となっている。これは、半導体装置の微細化の要求が進
展するにつれて、ＷＣＶＤ又はＴｒのリカバリ等の半導体プロセスにおいて、水素の使用
が不可避となる工程が出現してきたからである。
【００１６】
　そこで、第１の従来例における強誘電体キャパシタを水素バリア膜で被覆する構造を考
えると、前述の通り、配線からのコンタクトプラグと上部電極とを接続する構造を有して
いるので、コンタクトプラグは上部電極の上部に配置される水素バリア膜を貫通して形成
するしかない。このため、水素がコンタクトプラグを介して強誘電体膜に侵入することを
避けることができない。たとえコンタクトプラグを充填する材料として水素バリア材料を
使用したとしても、コンタクトホールを形成する際の水素（例えば、エッチングガスとし
て用いるＣＨ 3  等）による影響は不可避である。
【００１７】
　一方、前述の第２の従来例では、上部電極の電位の引き出しを強誘電体膜の開口を介し
て拡散層に接続する構造が開示されているが、強誘電体メモリの構造がコンケイブ型に代
表されるような立体スタック型構造である場合についての問題認識はない。
【００１８】
　すなわち、強誘電体メモリの構造が立体スタック型構造である場合には、その構造上、
段差形状に沿って強誘電体膜を成膜するため、上部電極及び下部電極、又は上部電極及び
ストレージノードコンタクトプラグの縦方向の距離が相対的に高くなる。このため、例え
ば、上部電極の段差被覆性が悪化する点、高いアスペクト比を有する開口の形成自体が困
難である点、積層膜を開口する場合にはその形成が一層困難である点等の問題が発生する
ので、強誘電体メモリの構造が立体スタック型構造である場合には、強誘電体膜の開口を
介して上部電極の電位の引き出しを拡散層に接続する構造を実現することは困難である。
特に、立体スタック型構造の強誘電体メモリに特徴的な高アスペクト構造が進展すること
に伴って、コンタクト歩留まりを考慮した立体スタック型構造に特有のコンタクト構造を
考え出すことが急務になってきている。
【００１９】
　ところが、第２の従来例においては、上部電極の電位の引き出しを強誘電体膜の開口を
介して拡散層に接続する構造を立体スタック型構造の強誘電体メモリへの適用例、さらに
は、強誘電体キャパシタを水素バリア膜で被覆する構造への適用例は開示されていない。
【００２０】
　前記に鑑み、本発明の目的は、立体スタック型構造を有する誘電体メモリにおいて、上
部電極の電位を拡散層へ引き出す構造を実現することを目的とする。さらに、微細化を可
能とすると共に上部電極の剥離を懸念することなくコンタクト歩留まりの向上を可能とす
る半導体装置及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　前記の課題を解決するために、本発明の半導体装置は、半導体基板上に互いに間隔をお
いて形成された第１の導電層及び第２の導電層と、半導体基板、第１の導電層及び第２の
導電層の上に形成された第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第１の導
電層と接続する第１のプラグと、第１の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜と、第２の
絶縁膜における第１のプラグの上方に形成された第１の開口部と、第１の開口部の壁部及
び底部に第１のプラグの上端と電気的に接続するように形成された第１の金属膜よりなる
下部電極、下部電極の上に形成された強誘電体膜よりなる容量絶縁膜、及び容量絶縁膜の
上に形成された第２の金属膜よりなる上部電極からなる容量素子とを備え、第２の導電層
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と上部電極とは、第１の絶縁膜及び第２の絶縁膜の内部を介して、電気的に接続されてい
ることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の半導体装置によると、第２の導電層と上部電極とが第１の絶縁膜及び第２の絶
縁膜の内部において電気的に接続されているので、第１の開口部に形成された立体型の容
量素子を備えた半導体記憶装置において、上部電極の電位を容量素子の下方に形成された
例えば拡散層等の導電層へ引き出す構造を実現することができる。
【００２３】
　本発明の半導体装置において、第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接
続する第２のプラグと、第２の絶縁膜における第２のプラグの上方に形成された第２の開
口部とをさらに備え、第２の金属膜は、容量絶縁膜の上から第２の開口部の壁部及び底部
にかけて延びるように形成されており、第２の導電層と上部電極とは、第２のプラグと、
該第２のプラグと電気的に接続し且つ第２の開口部の壁部及び底部に位置している第２の
金属膜とを介して、電気的に接続されていることが好ましい。
【００２４】
　このようにすると、第２のプラグと第２の開口部に形成された第２の金属膜とのスタッ
クコンタクトの構造を用いて、第２の導電層と上部電極とを電気的に接続することにより
、上部電極から第２の導電層を直接接続した場合に生じる高アスペクトによるコンタクト
歩留まりの低下が抑制された構造を実現できる。また、ストレージノードコンタクトプラ
グとなる第１のプラグと同時に形成する第２のプラグを利用しているので、新たに上部電
極の上方にコンタクトプラグを形成する必要がなく、製造工程数の増加を防止することが
できる。
【００２５】
　本発明の半導体装置において、第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接
続する第２のプラグと、第２の絶縁膜における第２のプラグの上方に形成された第２の開
口部とをさらに備え、強誘電体膜は、第２の開口部と連通する第３の開口部を有するよう
に、下部電極の上から第２の絶縁膜の上面にかけて延びるように形成されており、第２の
金属膜は、容量絶縁膜の上から第２の開口部の壁部及び底部にかけて延びるように形成さ
れており、第２の導電層と上部電極とは、第２のプラグと、該第２のプラグと電気的に接
続し且つ第２の開口部の壁部及び底部に位置している第２の金属膜とを介して、電気的に
接続されていることが好ましい。
【００２６】
　このようにすると、第２の開口部と連通する第３の開口部を有することにより、微細化
の度合い又は微細加工が困難な材料のパターニング等を考慮して、第２の開口部及び第３
の開口部の開口径を適宜設定して、設計の自由度を高めながら半導体装置の微細化を実現
することができる。
【００２７】
　本発明の半導体装置において、第２の開口部の開口径は、第３の開口径よりも小さいこ
とが好ましい。
【００２８】
　このようにすると、微細加工が困難な例えば金属酸化物等よりなる強誘電体膜の第３の
開口部の開口径を大きくし、微細加工が容易な第２の絶縁膜の第２の開口部の開口径を小
さくすることにより、第２の開口部を第１の開口部よりも小さく設定することができ、半
導体装置の一層の微細化を実現できる。
【００２９】
　本発明の半導体装置において、第２の開口部と第３の開口部とは、同じ開口径を有して
いることが好ましい。
【００３０】
　このようにすると、アライメントマージン等の確保の必要性がない構造であるので、半
導体装置のより一層の微細化を実現することができる。
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【００３１】
　本発明の半導体装置において、第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接
続する第２のプラグと、第２の絶縁膜における前記第２のプラグの上方に形成された第２
の開口部とをさらに備え、第１の金属膜は、第２の開口部の壁部及び底部にさらに形成さ
れており、第２の金属膜は、容量絶縁膜の上から第２の開口部の壁部及び底部に位置する
第１の金属膜の上にかけて延びるように形成されており、第２の導電層と上部電極とは、
第２のプラグと、該第２のプラグと電気的に接続し且つ第２の開口部の壁部及び底部に位
置している第１の金属膜と、該第１の金属膜の上に位置している第２の金属膜とを介して
、電気的に接続されていることを特徴とする。
【００３２】
　このようにすると、第２の開口部内においては第１の金属膜と第２の金属膜とが積層さ
れ、容量絶縁膜がないため、例えば、強誘電体の結晶化に要する熱処理を行なう場合であ
っても、第１の金属膜と第２の金属膜との密着性が良いので、剥離が起こらず第１の金属
膜に断線が生じることを抑制できるので、コンタクト歩留まりの低下が抑制された構造を
実現できる。
【００３３】
　本発明の半導体装置において、第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接
続する第２のプラグと、第２の絶縁膜における第２のプラグの上方に形成された第２の開
口部とをさらに備え、第１の金属膜は、第２の開口部の壁部及び底部にさらに形成されて
おり、強誘電体膜は、第２の開口部の壁部及び底部に位置する前記第１の金属膜の上にさ
らに形成されており、第２の金属膜は、容量絶縁膜の上から延びるようにして第２の開口
部の壁部及び底部に位置している第１の金属膜及び強誘電体膜を覆うと共に、該第１の金
属膜の少なくとも一部と接触するように形成されており、第２の導電層と上部電極とは、
第２のプラグと、該第２のプラグと電気的に接続し且つ第２の開口部の壁部及び底部に位
置している第１の金属膜と、第１の金属膜の一部と接触している第２の金属膜とを介して
、電気的に接続されていることが好ましい。
【００３４】
　このようにすると、第２の開口部内における構造が第１の開口部内に形成される容量素
子の構造と同様の構造になるので、第２の開口部に第１の開口部とは異なる特有の構造を
採用して上部電極の電位を第２の導電層へ引き出す場合に比べて、上部電極の電位を第２
の導電層へ容易に引き出すことができる。また、特に、第２の金属膜の材料の選び方によ
っては、第２の金属膜と第２の絶縁膜との間の膜剥がれを防止できる。
【００３５】
　本発明の半導体装置において、第１のプラグと下部電極との間には、酸素バリア膜が形
成されていることが好ましい。
【００３６】
　このようにすると、強誘電体の結晶化に要する酸素雰囲気下での熱処理の際に、第１の
プラグが酸化することを防止できる。
【００３７】
　本発明の半導体装置において、第１の金属膜は金属酸化物よりなることが好ましい。
【００３８】
　このようにすると、一般的に用いられる白金等の貴金属材料を第２の金属膜に使用する
と第２の金属膜は酸化膜等との間で剥離しやすいが、第２の金属膜として金属酸化物を使
用すれば、第２の金属膜が剥離する懸念がなくなって、上部電極の電位を第２の導電層に
引き出す構造に対する制約を低減することができる。
【００３９】
　本発明の半導体装置において、容量素子は、水素バリア膜によって被覆されていること
が好ましい。
【００４０】
　このようにすると、水素による還元を防止し、強誘電体特性の劣化を防止することがで

10

20

30

40

50

(7) JP 3935475 B2 2007.6.20



きる。
【００４１】
　また、前記の課題を解決するために、本発明に係る第１の半導体装置の製造方法は、半
導体基板上に、互いが離間するように第１の導電層及び第２の導電層を形成する工程と、
半導体基板、第１の導電層、及び第２の導電層の上に、第１の絶縁膜を形成する工程と、
第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第１の導電層と接続する第１のプラグと、第１の絶
縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接続する第２のプラグとを形成する工程と、
第１の絶縁膜の上に第２の絶縁膜を形成する工程と、第２の絶縁膜における第１のプラグ
の上方に第１の開口部を形成する工程と、第１の開口部の壁部及び底部に第１の金属膜を
形成する工程と、第２の絶縁膜及び第１の金属膜の上に強誘電体膜を形成する工程と、第
２の絶縁膜及び強誘電体膜における第２のプラグの上方に第２の開口部を形成する工程と
、強誘電体膜の上並びに第２の開口部の壁部及び底部に、第２のプラグと電気的に接続す
る第２の金属膜を形成する工程とを備えることを特徴とする。
【００４２】
　本発明に係る第１の半導体装置の製造方法によると、第２の導電層と上部電極となる第
２の金属膜とを、第２のプラグと第２の開口部に形成された第２の金属膜とのスタックコ
ンタクトの構造を用いて、電気的に接続することにより、上部電極の電位を例えば拡散層
等の第２の導電層へ引き出す構造を実現することができる。この場合、第２の金属膜と第
２の導電層とを直接接続した場合に生じる高アスペクトによるコンタクト歩留まりの低下
を抑制することができる。また、ストレージノードコンタクトプラグとなる第１のプラグ
と同時形成が可能な第２のプラグを利用しているので、製造工程数の増加を防止すること
もできる。さらに、容量素子を構成する第１の開口部と第２の開口部を非同時に形成する
ので、第２の導電層と上部電極との接続部分である第２の開口部を小さく形成することが
でき、微細化が実現できる。
【００４３】
　また、前記の課題を解決するために、本発明に係る第２の半導体装置の製造方法は、半
導体基板上に、互いが離間するように第１の導電層及び第２の導電層を形成する工程と、
半導体基板、第１の導電層、及び第２の導電層の上に、第１の絶縁膜を形成する工程と、
第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第１の導電層と接続する第１のプラグと、第１の絶
縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接続する第２のプラグとを形成する工程と、
第１の絶縁膜の上に第２の絶縁膜を形成する工程と、第２の絶縁膜における第１のプラグ
の上方に第１の開口部を形成する工程と、第１の開口部の壁部及び底部に第１の金属膜を
形成する工程と、第２の絶縁膜及び第１の金属膜の上に、強誘電体膜を形成する工程と、
強誘電体膜をパターニングして、第２の絶縁膜における第２のプラグの上方に形成されて
いる部分を露出させる工程と、第２の絶縁膜における露出させた部分に第２の開口部を形
成する工程と、強誘電体膜の上並びに少なくとも第２の開口部の壁部及び底部に、第２の
プラグと電気的に接続する第２の金属膜を形成する工程とを備えることを特徴とする。
【００４４】
　本発明に係る第２の半導体装置の製造方法によると、第２の導電層と上部電極となる第
２の金属膜とを、第２のプラグと第２の開口部に形成された第２の金属膜とのスタックコ
ンタクトの構造を用いて、電気的に接続することにより、上部電極の電位を例えば拡散層
等の第２の導電層へ引き出す構造を実現することができる。この場合、第２の金属膜と第
２の導電層とを直接接続した場合に生じる高アスペクトによるコンタクト歩留まりの低下
を抑制することができる。また、ストレージノードコンタクトプラグとなる第１のプラグ
と同時形成が可能な第２のプラグを利用しているので、製造工程数の増加を防止すること
もできる。さらに、第２の開口部を形成する前に、微細加工が困難な例えば金属酸化物等
よりなる強誘電体膜を先にパターニングして第２の絶縁膜を露出させているので、第２の
開口部の微細加工が容易になり、半導体装置の一層の微細化を実現できる。
【００４５】
　また、前記の課題を解決するために、本発明に係る第３の半導体装置の製造方法は、半
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導体基板上に、互いが離間するように第１の導電層及び第２の導電層を形成する工程と、
半導体基板、第１の導電層、及び第２の導電層の上に、第１の絶縁膜を形成する工程と、
第１の絶縁膜を貫通すると共に下端が第１の導電層と接続する第１のプラグと、第１の絶
縁膜を貫通すると共に下端が第２の導電層と接続する第２のプラグとを形成する工程と、
第１の絶縁膜の上に第２の絶縁膜を形成する工程と、第２の絶縁膜における第１のプラグ
の上方に第１の開口部を形成すると共に、第２の絶縁膜における第２のプラグの上方に第
２の開口部を形成する工程と、第１の開口部の壁部及び底部並びに第２の開口部の壁部及
び底部に、第１の金属膜を形成する工程と、第２の絶縁膜及び第１の金属膜の上に強誘電
体膜を形成する工程と、強誘電体膜をパターニングして、第１の金属膜における第２の開
口部の壁部及び底部に位置している少なくとも一部を露出させる工程と、強誘電体膜を覆
うと共に第１の金属膜における一部と接触するように第２の金属膜を形成する工程とを備
えることを特徴とする。
【００４６】
　本発明に係る第３の半導体装置の製造方法によると、第２の導電層と上部電極となる第
２の金属膜とを、第２のプラグと、第２の開口部に形成された第１の金属膜及び該第１の
金属膜の一部と接する第２の金属膜とのスタックコンタクトの構造を用いて、電気的に接
続することにより、上部電極の電位を例えば拡散層等の第２の導電層へ引き出す構造を実
現することができる。この場合、第２の金属膜と第２の導電層とを直接接続した場合に生
じる高アスペクトによるコンタクト歩留まりの低下を抑制することができる。また、スト
レージノードコンタクトプラグとなる第１のプラグと同時形成が可能な第２のプラグを利
用しているので、製造工程数の増加を防止することもできる。さらに、第２の開口部内に
おける構造が第１の開口部内に形成される容量素子の構造と同様の構造になるので、第２
の開口部に第１の開口部とは異なる特有の構造を採用して上部電極の電位を第２の導電層
へ引き出す場合に比べて、上部電極の電位を第２の導電層へ容易に引き出すことができる
。また、特に、第２の金属膜の材料の選び方によっては、第２の金属膜と第２の絶縁膜と
の間の膜剥がれを防止できる。
【００４７】
　また、本発明に係る第１～第３の半導体装置の製造方法において、第１のプラグの上端
と第１の開口部の底部との間には第１の酸素バリア膜が形成されていると共に、第２のプ
ラグの上端と第２の開口部の底部との間には第２の酸素バリア膜が形成されていることが
好ましい。
【００４８】
　このようにすると、強誘電体の結晶化に要する酸素雰囲気下での熱処理の際に、第１の
プラグ及び第２のプラグが酸化することを防止できる。
【００４９】
　また、本発明に係る第１～第３の半導体装置の製造方法において、第１の開口部の下側
には第１の水素バリア膜が形成されていると共に、第２の金属膜の上側には第２の水素バ
リア膜が形成されていることが好ましい。
【００５０】
　このようにすると、強誘電体特性の劣化を防止することができる。
【発明の効果】
【００５１】
　以上説明したように、本発明の半導体装置及びその製造方法によると、第２の導電層と
上部電極とが第１の絶縁膜及び第２の絶縁膜の内部を介して電気的に接続されているので
、第１の開口部に形成された立体型の容量素子を備えた半導体記憶装置において、上部電
極の電位を例えば拡散層等の導電層へ引き出す構造を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明の各実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００５３】
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　（第１の実施形態）
　以下に、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置について、図１～図７を参照しなが
ら説明する。
【００５４】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の断面図を示している。
【００５５】
　図１に示すように、半導体基板１００上には、素子形成領域を区画する素子分離領域（
ＳＴＩ）１０１が形成されている。素子分離領域１０１で区画された素子形成領域には、
第１の不純物拡散層（第１の導電層）１０２及び第２の不純物拡散層（第２の導電層）１
０３が設けられている。なお、第１の不純物拡散層１０２及び第２の不純物拡散層１０３
の表面にはコバルトシリサイド（ＣｏＳｉ 2  ）が形成されていてもよい。この場合には、
より低抵抗化を実現して、回路動作上の遅延を防止できる。また、図１においては、第２
の導電層が、半導体基板１００上に配置された第２の不純物拡散層１０３である場合につ
いて説明しているが、例えば、ポリシリコン又はタングステンを用いた配線等のように、
後述する第１の絶縁膜１０４の中に内包されるような導電層であってもかまわない。
【００５６】
　半導体基板１００、素子分離領域１０１、第１の不純物拡散層１０２及び第２の不純物
拡散層１０３を覆うように、例えば膜厚が 500～ 800nmであるＳｉＯ 2  膜よりなる第１の絶
縁膜１０４が形成されており、該第１の絶縁膜１０４の上には、例えば膜厚 20～ 100nm で
あるＳｉＮ膜よりなる第１の水素バリア膜１０５が形成されている。なお、図１において
は、第１の水素バリア膜１０５が形成された構造を示しているが、必要性を考慮して、第
１の水素バリア膜１０５を構成しない構造であってもかまわない。
【００５７】
　第１の絶縁膜１０４及び第１の水素バリア膜１０５を貫通すると共に下端が第１の不純
物拡散層１０２と接続する第１のコンタクトプラグ（第１のプラグ）１０６と、第１の絶
縁膜１０４及び第１の水素バリア膜１０５を貫通すると共に下端が第２の不純物拡散層１
０３と接続する第２のコンタクトプラグ（第２のプラグ）１０７とが形成されている。第
１のコンタクトプラグ１０６及び第２のコンタクトプラグ１０７は、各々、タングステン
又はポリシリコンよりなる。尚、第１のコンタクトプラグ１０６及び第２のコンタクトプ
ラグ１０７は、ＴｉＮとＴａよりなるバリア膜を有する構成であってもよい。
【００５８】
　第１の水素バリア膜１０５の上には、第１のコンタクトプラグ１０６及び第２のコンタ
クトプラグ１０７の上面を被覆するように、例えばＩｒＯ 2  /Ｉｒ /ＴｉＡｌＮの積層構造
よりなる導電性の第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９が形成されて
いる。このように、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９を設けるこ
とにより、後述する強誘電体膜１１２を結晶化するために行なう酸素雰囲気中における熱
処理において、第１のコンタクトプラグ１０６及び第２のコンタクトプラグ１０７が酸化
することを防止できる。但し、強誘電体膜１１２の結晶化温度が十分に低温である場合に
は、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９を配置しない構成を採用し
てもかまわない。また、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９を構成
する最下層のＴｉＡｌＮは水素バリア膜としても機能する。
【００５９】
　第１の水素バリア膜１０５の上には、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バリア
膜１０９を覆うように、例えば膜厚が 700～ 1000nm であるＳｉＯ 2  膜よりなる第２の絶縁
膜１１０が形成されている。第２の絶縁膜１１０には、第１の酸素バリア膜１０８の上面
を露出させる第１の開口部１１０ａと第２の酸素バリア膜１０９の上面を露出させる第２
の開口部１１０ｂとが形成されている。ここで、第１の開口部１１０ａ及び第２の開口部
１１０ｂは、図１に示すように、コンケーブ形状をしており、開口径は上方にいくにつれ
て大きくなっている。
【００６０】
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　第１の開口部１１０ａ、第１の酸素バリア膜１０８、及び第１のコンタクトプラグ１０
６等は、強誘電体メモリの容量を形成するのに使用されるものであり、図示していないが
、図面の右手にはさらに同じ形状を有する構造が複数形成されている。また、第２の開口
部１１０ｂは、後述する上部電極の電位を第２の不純物拡散層１０３に引き出すために形
成されているので、前記複数存在する強誘電体メモリに対して（例えばメモリセルのセル
プレートに対して）１つあれば足りる。
【００６１】
　第１の開口部１１０ａの壁部及び底部並びに第２の絶縁膜１１０の上には、例えば白金
若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその金属酸化物よりなる筒型形状を有し且つ
第３の開口部１１１ａを有する第１の金属膜１１１が形成されている。また、図示するよ
うに、第１の金属膜１１１の端部は、第２の絶縁膜１１０の上であって第１の開口部１１
０ａの開口縁部よりも外側にまで延びるように形成されている。これは、第１の開口部１
１０ａ内に第１の金属膜１１１をパターニングによって形成する際のアライメントマージ
ンを確保するためである。なお、第１の金属膜１１１は下部電極となる。
【００６２】
　第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部を除く第２の絶縁膜１１０の上並びに第１の金属
膜１１１が有する第３の開口部１１１ａの壁部及び底部には、例えばＳＢＴ系、ＰＺＴ系
、又はＢＬＴ系等よりなり且つ第４の開口部１１２ａを有する強誘電体膜１１２が形成さ
れている。なお、強誘電体膜１１２は容量絶縁膜となる。第４の開口部１１２ａの壁部及
び底部を含む強誘電体膜１１２の上並びに第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部には、例
えば、白金若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその金属酸化物よりなり且つ第５
の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを有する第２の金属膜１１３が形成されてい
る。なお、第２の金属膜１１３は上部電極となる。第２の金属膜１１３として例えば酸化
イリジウム等の金属酸化物を用いても、結晶接合面、配向、又は不純物を含む層からの影
響等、強誘電体膜との相性を維持できる場合には、第２の金属膜１１３はＳｉＯ 2  膜に代
表されるような第２の絶縁膜１１０との密着性が向上するので、コンタクト歩留まりが安
定するというメリットがある。
【００６３】
　第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを含む第２の金属膜１１３の上には、
例えば膜厚が 50～ 300 nmである第３の絶縁膜１１４が形成されており、該第３の絶縁膜１
１４の上には、第２の水素バリア膜１１５が形成されている。耐還元性を有する強誘電体
材料よりなる強誘電体膜１１２を使用した場合には、第１の水素バリア膜１０５及び第２
の水素バリア膜１１５を形成しない構造にしてもよいが、一般的には水素バリア膜の組み
合わせによって、例えば第１の水素バリア膜１０５と第２の水素バリア膜１１２とをメモ
リセルの端部で接続することにより、上部電極の電位を第２の不純物拡散層１０３へ引き
出す領域も含めて完全に水素バリア膜で被覆することが可能になるので、強誘電体キャパ
シタの水素による特性劣化を確実に防止することが可能である。
【００６４】
　また、第２の水素バリア膜１１５の上には、例えば膜厚が 100～ 300nmである第４の絶縁
膜１１６が形成されている。なお、図示していないが、第４の絶縁膜１１５の上には、通
常配線等が形成される。
【００６５】
　以上のように、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置は、少なくとも第２の開口部
１１０ａの内部において、第１の金属膜１１１よりなる下部電極、強誘電体膜１１２より
なる容量絶縁膜、及び第２の金属膜１１３よりなる上部電極からなる強誘電体キャパシタ
が形成されている。そして、第２の金属膜１１３が第４の開口部１１２ａの壁部及び底部
を含む強誘電体膜１１２の上から第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部に延びるように形
成されていることにより、上部電極と第２の不純物拡散層１０３とを、第２の開口部１１
０ｂの底部の下側に形成されている第２の酸素バリア膜１０９及び第２のコンタクトプラ
グ１０７を介して電気的に接続することができる。このようにして、上部電極の電位と第
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２の不純物拡散層１０３とを、第１及び第２の層間絶縁膜１０４及び１１０の内部におい
て、電気的に接続することができる。これにより、上部電極と第２の不純物拡散層１０３
とを直接接続した場合に生じる高アスペクトによるコンタクト歩留まりの低下を抑制でき
る。また、ストレージノードコンタクトプラグとなる第１のコンタクトプラグ１０６と同
時に形成する第２のコンタクトプラグ１０７を利用しているので、半導体製造装置の製造
工程数の増加を防止ができる。
【００６６】
　以下に、本発明の第１の実施形態における各変形例について説明する。
【００６７】
　＜第１の変形例＞
　図２は、本発明の第１の実施形態における第１の変形例に係る半導体装置の断面図を示
している。なお、図２においては、前述の図１に示した半導体装置の構成要素と対応する
同様部分には同一の符号を付している。
【００６８】
　図２に示すように、第１の変形例に係る半導体装置が図１に示した半導体装置と異なる
点は、第１の金属膜１１１が第１の開口部１１０ａの壁部及び底部にのみ形成されている
点である。このような構成にしているのは、第１の開口部１１０ａを形成した後に、第１
の開口部１１０ａの壁部及び底部を含む第２の絶縁膜１１０の上の全面に、第１の金属膜
１１１を成膜した後、ＣＭＰ又はエッチバックすることにより、自己整合的に第１の開口
部１１０ａの壁部及び底部のみに第１の金属膜１１１を形成することが可能になるからで
ある。
【００６９】
　第１の変形例に係る半導体装置によると、第１の開口部１１０ａの壁部及び底部のみに
自己整合的に第１の金属膜１１１が形成されているので、図１に示した半導体装置に比べ
て、第１の開口部１１０ａの開口縁部の外側にまで延びて形成された第１の金属膜１１１
の端部における段差がないために、レジストの膜厚がばらつくことがなくなり、第２の開
口部１１０ｂのパターニング精度が上がる。さらに、第１の金属膜１１１と第１の開口部
１１０ａとのアライメントマージンが不要となるため、セルサイズを小さくすることがで
き、微細化された半導体装置を実現することができる。
【００７０】
　＜第２の変形例＞
　以下に、本発明の第１の実施形態における第２の変形例に係る半導体装置について、図
３を参照しながら説明する。
【００７１】
　図３は、第２の変形例に係る半導体装置の断面図を示している。なお、図３においては
、前述の図１に示した半導体装置の構成要素と対応する同様部分には同一の符号を付して
いる。
【００７２】
　図３に示すように、第２の変形例に係る半導体装置が図１及び図２に示した半導体装置
と異なる点は、強誘電体膜１１２が第２の開口部１１０ｂにおける開口縁部にまでは形成
されていない点である。すなわち、第２の開口部１１０ｂを形成する際に、例えばメモリ
セルのセルプレート構造のように、強誘電体膜１１２が先にパターニングされて微細化が
困難な強誘電体膜１１２が事前に取り除かれた構造にしている点である。このような構造
にすることにより、第２の開口部１１０ｂを開口する際には、第２の絶縁膜１１０それ自
体をパターニングすれば足り、強誘電体膜１１２を加工することが不要になるので、強誘
電体膜１１２の加工の自由度（困難性）に制約されることなく、第２の開口部１１０ｂの
微細化を可能とすることができる。
【００７３】
　＜第３の変形例＞
　図４は、本発明の第１の実施形態における第３の変形例に係る半導体装置の断面図を示
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している。なお、図４においては、前述の図１に示した半導体装置の構成要素と対応する
同様部分には同一の符号を付している。
【００７４】
　図４に示すように、第３の変形例に係る半導体装置が図１及び図２に示した半導体装置
と異なる点は、強誘電体膜１１２が第２の開口部１１０ｂにおける開口縁部にまでは形成
されていない点に加えて、図３に示した半導体装置と異なる点は、第２の開口部１１０ｂ
の開口径よりも大きい開口径を有する第７の開口部１１２ｃが強誘電体膜１１２に形成さ
れている点である。
【００７５】
　このような構成にすることにより、強誘電体膜１１２、第２の金属膜１１３、第２の開
口部１１０ｂをパターニングするためのマスク回数は、前記第２の変形例の場合（強誘電
体膜１１２の加工 (１回目 )→第２の開口部１１０ｂの加工 (２回目 )→第１の金属膜の加工
(３回目 )）と同じ３回であるが、第３の変形例では、強誘電体膜１１２に形成する第７の
開口部１１２ｃの加工 (１回目 )、第２の開口部１１０ｂの加工（２回目）の後、強誘電体
膜１１２及び第２の金属膜１１３の同時加工 (３回目 )を行なうので、強誘電体膜１１２と
第２の金属膜１１３とのアライメントマージンを見込む必要がなくなるので、その分だけ
微細化を実現することができる。
【００７６】
　＜第４の変形例＞
　図５は、本発明の第１の実施形態における第４の変形例に係る半導体装置の断面図を示
している。なお、図５においては、前述の図１に示した半導体装置の構成要素と対応する
同様部分には同一の符号を付している。
【００７７】
　図５に示すように、第４の変形例に係る半導体装置が、図３に示した半導体装置と異な
る点は、第１の金属膜１１１が、第１の開口部１１０ａの壁部及び底部に形成されている
だけではなく、第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部にも形成されている点である。すな
わち、第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部には、第８の開口部１１１ｂを有する第１の
金属膜１１１が形成されており、第２の金属膜１１３は、第４の開口部１１２ａの壁部及
び底部を含む強誘電体膜１１２の上並びに第２の絶縁膜１１０の上並びに第８の開口部１
１１ｂの壁部及び底部に形成されている。
【００７８】
　このような構成にすることにより、第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部には、第２の
金属膜１１３の下地となる第１の金属膜１１１が存在しているため、金属膜間の密着性が
良いので、第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部に第２の金属膜１１３が直接形成された
場合に懸念される第２の金属膜１１３と第２の絶縁膜１１０との剥離を防止することがで
きる。このため、上部電極の役割を果たす第２の金属膜の材料を絶縁材料に左右されるこ
となく自由に選択することができる。
【００７９】
　＜第５の変形例＞
　図６及び図７は、本発明の第１の実施形態における第５の変形例に係る半導体装置の断
面図を示している。なお、図６及び図７においては、前述の図１に示した半導体装置の構
成要素と対応する同様部分には同一の符号を付している。
【００８０】
　図６に示す半導体装置が、図５に示す半導体装置と異なる点は、強誘電体膜１１２が、
第３の開口部１１１ａの壁部及び底部に少なくとも形成されているだけではなく、第２の
開口部１１０ｂの壁部及び底部に形成された第１の金属膜１１１が有する第８の開口部１
１１ｂの壁部及び底部にも形成されている点である。すなわち、第８の開口部１１１ｂの
壁部及び底部には、第９の開口部１１２ｂを有する強誘電体膜１１２が形成されており、
第２の金属膜１１３は、第４の開口部１１２ａの壁部及び底部を含む強誘電体膜１１２の
上、第２の絶縁膜１１０の上、並びに第９の開口部１１２ｂの壁部及び底部に形成されて
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いる。そして、この場合、上部電極の役割を有する第２の金属膜１１３は、第１の金属膜
１１１ｂにおける第２の開口部１１０ｂの壁部に形成されている端部と接触している。
【００８１】
　また、図７に示す半導体装置が、図５に示す半導体装置と異なる点は、強誘電体膜１１
２が、第２の開口部１１０ａの壁部及び底部に形成された第１の金属膜１１１が有する第
８の開口部１１１ｂの底部を除く第３の開口部１１１ｂの壁部及び底部、第２の絶縁膜１
１０の上、並びに第９の開口部１１２ｂの壁部に形成されている点である。そして、この
場合、上部電極の役割を有する第２の金属膜１１３は、第１の金属膜１１１ｂにおける第
２の開口部１１０ｂの底部に形成されている部分と接触している。
【００８２】
　このように、図６及び図７に示す構成を採用することにより、第１の開口部１１０ａ内
に順に配置されている材料と第２の開口部１１０ｂ内に順に配置されている材料とが同一
になるので、上部電極の電位を第２の不純物拡散層１１０ｂへ落とす構造を容易に実現す
ることができる。また、第１の金属膜１１１と第２の金属膜１１３との接触は、図６及び
図７のいずれの場合においても、第２の開口部１１０ｂの開口領域内で接触しているので
、第２の開口部１１０ｂの開口領域内からはみ出して形成された場合に第１の金属膜１１
１におけるはみ出し部分において接触させる場合と比べて、微細化を実現することができ
る。また、接触部分は、金属膜同士であるため、金属膜と絶縁膜との接触よりも密着性が
良いので、接触部分での剥離がなく、断線を防止できる。
【００８３】
　（第２の実施形態）
　以下に、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図８（ａ）～
（ｃ）、図９（ａ）及び（ｂ）、図１０（ａ）及び（ｂ）、並びに図１１（ａ）及び（ｂ
）を参照しながら説明する。なお、これらの図面は、前述の第１の実施形態における図２
に示した半導体装置を製造する場合の工程断面図を示しているので、これらの図面におい
ては、図２に示す半導体装置の構成要素と対応する部分については同一の符号を付してい
る。
【００８４】
　まず、図８（ａ）に示すように、半導体基板１００上に、素子区画領域を区画する素子
分離領域（ＳＴＩ）１０１を形成すると共に、第１の不純物拡散層（第１の導電層）１０
２及び第２の不純物拡散層（第２の導電層）１０３を形成する。なお、第１の不純物拡散
層１０２及び第２の不純物拡散層１０３の表面にコバルトシリサイド（ＣｏＳｉ 2  ）を形
成してもよい。この場合には、より低抵抗化を実現して、回路動作上の遅延を防止できる
。また、図８（ａ）においては、第２の導電層が、半導体基板１００上に配置された第２
の不純物拡散層１０３である場合について説明しているが、例えば、ポリシリコン又はタ
ングステンを用いた配線等のように、後述する第１の絶縁膜１０４の中に内包される導電
層であってもかまわない。次に、半導体基板１００、素子分離領域１０１、第１の不純物
拡散層１０２及び第２の不純物拡散層１０３を覆うように、例えば膜厚が 500～ 800nmであ
るＳｉＯ 2  膜よりなる第１の絶縁膜１０４を形成した後、該第１の絶縁膜１０４の上に、
例えば膜厚が 20～ 800nm であるＳｉＮ膜よりなる第１の水素バリア膜１０５を形成する。
なお、ここでは、第１の水素バリア膜１０５を形成する場合について説明しているが、必
要性を考慮して、第１の水素バリア膜１０５を形成しない場合であってもよい。
【００８５】
　次に、図８（ｂ）に示すように、第１の絶縁膜１０４及び第１の水素バリア膜１０５を
貫通すると共に下端が第１の不純物拡散層１０２と接続する第１のコンタクトプラグ（第
１のプラグ）１０６と、第１の絶縁膜１０４及び第１の水素バリア膜１０５を貫通すると
共に下端が第２の不純物拡散層１０３と接続する第２のコンタクトプラグ（第２のプラグ
）１０７とを形成する。なお、第１のコンタクトプラグ１０６及び第２のコンタクトプラ
グ１０７は、各々、タングステン又はポリシリコンよりなる。
【００８６】
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　次に、図８（ｃ）に示すように、第１の水素バリア膜１０７の上に、第１のコンタクト
プラグ１０６及び第２のコンタクトプラグ１０７の上面を被覆するように、例えばＩｒＯ

2  /Ｉｒ /ＴｉＡｌＮの積層構造よりなる導電性の第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸
素バリア膜１０９を形成する。このように、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バ
リア膜１０９を設けることにより、後述する強誘電体膜１１２を結晶化するために行なう
酸素雰囲気中における熱処理において、第１のコンタクトプラグ１０６及び第２のコンタ
クトプラグ１０７が酸化することを防止できる。但し、強誘電体膜１１２の結晶化温度が
十分に低温である場合には、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９を
配置しない構成を採用してもかまわない。また、第１の酸素バリア膜１０８及び第２の酸
素バリア膜１０９を構成する最下層のＴｉＡｌＮは水素バリア膜としても機能する。
【００８７】
　次に、図９（ａ）に示すように、第１の水素バリア膜１０５の上に、第１の酸素バリア
膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９を覆うように、例えば膜厚が 700～ 1000nm である
ＳｉＯ 2  膜よりなる第２の絶縁膜１１０を形成する。次に、第２の絶縁膜１１０に、フォ
トリソグラフィ法及びエッチング法により、第１の酸素バリア膜１０８の上面を露出させ
る第１の開口部１１０ａと第２の酸素バリア膜１０９の上面を露出させる第２の開口部１
１０ｂを形成する。なお、開口部は、図９（ａ）に示すように、断面においてコンケーブ
形状をしており、底部から上方にいくにつれて、その開口径は大きくなっている。また、
第１の開口部１１０ａ、第１の酸素バリア膜１０８、及び第１のコンタクトプラグ１０６
等は、強誘電体メモリの容量を形成するのに使用されるものであり、図示していないが、
図面の右手にはさらに同じ形状を有する構造が複数形成されている。また、第２の開口部
１１０ｂは、後述する上部電極の電位を第２の不純物拡散層１０３に引き出すために形成
されているので、前記複数存在する強誘電体メモリに対して（例えばメモリセルのセルプ
レートに対して）１つあれば足りる。なお、本実施形態において、第１の開口部１１０ａ
は、フォトリソグラフィ及びエッチング法により形成される場合について説明したが、開
口部の形成が可能な方法であれば、例えば、開口部を形成するように絶縁膜を堆積する方
法等であってもよい。
【００８８】
　次に、図９（ｂ）に示すように、第１の開口部１１０ａの壁部及び底部に、例えば白金
若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその金属酸化物よりなる筒型形状を有し且つ
第３の開口部１１１ａを有する第１の金属膜１１１を形成する。具体的には、第１の金属
膜１１１を第１の開口部１１０ａの壁部及び底部を含む第２の絶縁膜１１０の全面に第１
の金属膜１１０を堆積した後に、ＣＭＰ又はエッチバック法によって、第１の開口部１１
０ａの壁部及び底部のみに第１の金属膜１１１を形成する。なお、第１の金属膜１１１は
下部電極となる。このようにすると、自己整合的に第１の開口部１１０ａの壁部及び底部
のみに第１の金属膜１１１を形成でき、半導体装置の微細化に資することができる。
【００８９】
　但し、ここでは、第１の金属膜１１１を、第１の開口部１１０ａの壁部及び底部のみに
形成したが、同様に、第１の金属膜１１１を第１の開口部１１０ａの壁部及び底部を含む
第２の絶縁膜１１０の全面に第１の金属膜１１１を堆積した後に、所望のマスクでパター
ニングすることにより、前述の図１に示す構造のように、第１の金属膜１１１の端部が、
第２の絶縁膜１１０の上であって第１の開口部１１０ａの開口縁部よりも外側にまで延び
るように形成してもよい。このようにすると、第１の開口部１１０ａ内に第１の金属膜１
１１をパターニングによって形成する際のアライメントマージンを確保することができる
。
【００９０】
　次に、図１０（ａ）に示すように、第３の開口部１１１ａを有する第１の金属膜１１１
の上及び第２の絶縁膜１１０の上の全面に、例えばＳＢＴ系、ＰＺＴ系、又はＢＬＴ系等
よりなり且つ第４の開口部１１２ａを有する強誘電体膜１１２を形成する。なお、強誘電
体膜１１２は容量絶縁膜となる。
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【００９１】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、強誘電体膜１１２及び第２の絶縁膜１１０における
第２のコンタクトプラグ１０９の上方に位置する部分を除去して、第２の酸素バリア膜１
０９の上面を露出させる第２の開口部１１０ｂを形成する。ここで、第２の開口部１１０
ｂは、コンケーブ型であるが、図１０（ｂ）に示すように、第１の開口部１１０ａの大き
さよりも小さい。これにより、より微細化が可能になる。
【００９２】
　次に、図１１（ａ）に示すように、第４の開口部１１２ａの壁部及び底部を含む強誘電
体膜１１２の上並びに第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部に、例えば、白金若しくはイ
リジウムに代表される貴金属又はその金属酸化物よりなり且つ第５の開口部１１３ａ及び
第６の開口部１１３ｂを有する第２の金属膜１１３を形成する。なお、第２の金属膜１３
は下部電極となる。
【００９３】
　次に、図１１（ｂ）に示すように、強誘電体膜１１２及び第２の金属膜１１３を同時に
パターニングする。なお、この場合、別マスクを用いて同時に形成しなくてもよいことは
いうまでもない。次に、第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを含む第２の金
属膜１１３の上並びに第２の絶縁膜１１０の上に、例えば膜厚が 50～ 300nm である第３の
絶縁膜１１４を形成する。次に、第３の絶縁膜１１４の上に、第２の水素バリア膜１１５
を形成する。耐還元性を有する強誘電体材料よりなる強誘電体膜１１２を使用した場合に
は、前記第１の水素バリア膜１０５及び第２の水素バリア膜１１５を形成しない構造にし
てもよいが、一般的には水素バリア膜の組み合わせによって、例えば第１の水素バリア膜
１０５と第２の水素バリア膜１１２とをメモリセルの端部で接続することにより、上部電
極の電位を第２の不純物拡散層１０３へ引き出す領域も含めて完全に水素バリア膜で被覆
することが可能になるので、強誘電体キャパシタの水素による特性劣化を防止することが
可能である。
【００９４】
　次に、第２の水素バリア膜１１５の上に、例えば膜厚が 100～ 300nmである第４の絶縁膜
１１６を形成する。なお、図示していないが、第４の絶縁膜１１６の上に、通常配線等を
形成する。
【００９５】
　以上のように、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法によると、少なく
とも第１の開口部１１０ａの内部において、第１の金属膜１１１よりなる下部電極、強誘
電体膜１１２よりなる容量絶縁膜、及び第２の金属膜１１３よりなる上部電極からなる強
誘電体キャパシタを形成する一方で、第２の金属膜１１３を第４の開口部１１２ａの壁部
及び底部を含む強誘電体膜１１２の上から第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部に延びる
ように形成することにより、上部電極と第２の不純物拡散層１０３とを、第２の開口部１
１０ｂの底部の下側に形成されている第２の酸素バリア膜１０９及び第２のコンタクトプ
ラグ１０７を介して接続する。このように、上部電極の電位と第２の不純物拡散層１０３
とを、第１及び第２の層間絶縁膜１０４及び１１０の内部において、電気的に接続するこ
とができる。これにより、上部電極と第２の不純物拡散層１０３とを直接接続した場合に
生じる高アスペクトによるコンタクト歩留まりの低下を抑制できる。また、ストレージノ
ードコンタクトプラグとなる第１のコンタクトプラグ１０６と同時に形成する第２のコン
タクトプラグ１０７を利用しているので、半導体製造装置の製造工程数の増加を防止する
ことができる。
【００９６】
　以下に、本発明の第２の実施形態における各変形例について説明する。
【００９７】
　＜第１の変形例＞
　図１２（ａ）及び（ｂ）、図１３（ａ）及び（ｂ）、並びに図１４（ａ）及び（ｂ）は
、本発明の第２の実施形態における第１の変形例に係る半導体装置の製造方法を示す工程
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断面図を示している。なお、これらの図面は、前述の第１の実施形態における図３に示し
た半導体装置を製造する場合の工程断面図を示しているので、これらの図面においては、
図３に示す半導体装置の構成要素と対応する部分については同一の符号を付している。
【００９８】
　まず、図１２（ａ）の工程断面図に示される半導体装置を製造するまでの工程は、前述
した図８（ａ）～（ｃ）、図９（ａ）及び（ｂ）、並びに図１０（ａ）を用いた説明と同
様であるので、ここではその説明は繰り返さない。
【００９９】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、第３の開口部１１２ａの壁部及び底部並びに強誘電
体膜１１２のセルプレートを形成するために強誘電体膜１１２をパターニングする。この
際、後に第２の開口部１１０ｂが形成される領域である、第２のコンタクトプラグ１０７
の上方に存在している強誘電体膜１１２を除去する。
【０１００】
　次に、図１３（ａ）に示すように、第２の絶縁膜１１０における、上面に強誘電体膜１
１２が存在していない部分を除去することにより、第２の絶縁膜１１０を貫通すると共に
第２の酸素バリア膜１０９の上面を露出させる第２の開口部１１０ｂを形成する。
【０１０１】
　次に、図１３（ｂ）に示すように、第２の開口部１１０ｂを含む第２の絶縁膜１１０の
上並びに第４の開口部１１２ａの壁部及び底部を含む強誘電体膜１１２の上に、例えば、
白金若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその金属酸化物よりなり且つ第５の開口
部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを有する第２の金属膜１１３を形成する。
【０１０２】
　次に、図１４（ａ）に示すように、強誘電体膜１１２は被覆されたままであり且つ第２
の開口部１１０ｂの壁部及び底部に位置する第２の金属膜１１３が残存するように、所望
のマスクを用いて、第２の金属膜１１３をパターニングする。
【０１０３】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを
含む第２の金属膜１１３並びに第２の絶縁膜１１０の上に、例えば膜厚が 50～ 300nm であ
る第３の絶縁膜１１４を形成した後、該第３の絶縁膜１１４の上に、第２の水素バリア膜
１１５を形成する。これは、前述と同様に、上部電極の電位を第２の不純物拡散層に引き
出す領域も含めて完全に水素バリア膜で被覆することが可能になるので、強誘電体キャパ
シタの水素による特性劣化を確実に防止することが可能になるからである。次に、第２の
水素バリア膜１１５の上に、例えば膜厚が 100～ 300nmである第４の絶縁膜１１６を形成す
る。なお、図示していないが、第４の絶縁膜１１５の上に、通常配線等を形成する。
【０１０４】
　このように、第１の変形例に係る半導体装置の製造方法によると、第２の開口部１１０
ｂを形成する際に、強誘電体膜１１２を先にパターニングしているので、第２の絶縁膜１
１０それ自体をパターニングすればよく、強誘電体膜を加工することが不要になるので、
強誘電体膜１１２の加工の自由度（困難性）に制約されることなく、第２の開口部１１０
ｂの微細化を可能にすることができる。
【０１０５】
　＜第２の変形例＞
　図１５（ａ）及び（ｂ）、図１６（ａ）及び（ｂ）、並びに図１７（ａ）及び（ｂ）は
、本発明の第２の実施形態における第２の変形例に係る半導体装置の製造方法を示す工程
断面図を示している。なお、これらの図面は、前述の第１の実施形態における図４に示し
た半導体装置を製造する場合の工程断面図を示しているので、これらの図面においては、
図４に示す半導体装置の構成要素と対応する部分については同一の符号を付している。
【０１０６】
　まず、図１５（ａ）の工程断面図に示される半導体装置を製造するまでの工程は、前述
した図８（ａ）～（ｃ）、図９（ａ）及び（ｂ）、並びに図１０（ａ）を用いた説明と同
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様であるので、ここではその説明は繰り返さない。
【０１０７】
　次に、図１５（ｂ）に示すように、後の工程で形成する第２の開口部１１０ｂの開口径
よりも大きい開口径を有する第７の開口部１１２ｃを強誘電体膜１１２に形成する。なお
、第７の開口部１１２ｃは、第２のコンタクトプラグ１０７の上方の第２の絶縁膜１１０
の上面を露出させるように形成されている。
【０１０８】
　次に、図１６（ａ）に示すように、第７の開口部１１２ｃに露出している第２の絶縁膜
１１０を除去することにより、第２の絶縁膜１１０を貫通すると共に第２の酸素バリア膜
１０９の上面を露出させる第２の開口部１１０ｂを形成する。
【０１０９】
　次に、図１６（ｂ）に示すように、第２の開口部１１０ｂ及び第７の開口部１１２ｃを
含む第２の絶縁膜１１０の上並びに第４の開口部１１２ａの壁部及び底部を含む強誘電体
膜１１２の上の全面に、例えば、白金若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその金
属酸化物よりなり且つ第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを有する第２の金
属膜１１３を形成する。
【０１１０】
　次に、図１７（ａ）に示すように、強誘電体膜１１２は被覆されたままであり且つ第２
の開口部１１０ｂの壁部及び底部に位置する第２の金属膜１１３が残存するように、第２
の金属膜１１３をパターニングする（セルプレート形成）。
【０１１１】
　次に、図１７（ｂ）に示すように、第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを
含む第２の金属膜１１３並びに第２の絶縁膜１１０の上に、例えば膜厚が 50～ 300nm であ
る第３の絶縁膜１１４を形成した後、該第３の絶縁膜１１４の上に、第２の水素バリア膜
１１５を形成する。これは、前述と同様に、上部電極の電位を第２の不純物拡散層に引き
出す領域も含めて完全に水素バリア膜で被覆することが可能になるので、強誘電体キャパ
シタの水素による特性劣化を確実に防止することが可能になるからである。次に、第２の
水素バリア膜１１５の上に、例えば膜厚が 100～ 300nmである第４の絶縁膜１１６を形成す
る。なお、図示していないが、第４の絶縁膜１１５の上に、通常配線等を形成する。
【０１１２】
　このように、第２の変形例に係る半導体装置の製造方法によると、強誘電体膜１１２、
第２の金属膜１１３、第２の開口部１１０ｂをパターニングするためのマスク回数は、前
記第１の変形例の場合（強誘電体膜１１２の加工 (１回目 )→第２の開口部１１０ｂの加工
(２回目 )→第１の金属膜の加工 (３回目 ))と同じ３回であるが、第２の変形例では、強誘
電体膜１１２に形成する第７の開口部１１２ｃの加工 (１回目 )、第２の開口部１１０ｂの
加工（２回目）の後、強誘電体膜１１２及び第２の金属膜１１３の同時加工 (３回目 )を行
なうので、強誘電体膜１１２と第２の金属膜１１３とのアライメントマージンを見込む必
要がなくなるので、その分だけ微細化することができる。
【０１１３】
　＜第３の変形例＞
　図１８（ａ）及び（ｂ）、図１９（ａ）及び（ｂ）、図２０（ａ）及び（ｂ）、並びに
図２０（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第３の変形例に係る半導体
装置の製造方法を示す工程断面図を示している。なお、これらの図面は、前述の第１の実
施形態における図５に示した半導体装置を製造する場合の工程断面図を示しているので、
これらの図面においては、図５に示す半導体装置の構成要素と対応する部分については同
一の符号を付している。
【０１１４】
　まず、図１８（ａ）～（ｃ）の工程断面図に示す工程は、前述した図８（ａ）～（ｃ）
を用いた説明と同様であるので、ここではその説明は繰り返さない。
【０１１５】
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　次に、図１９（ａ）に示すように、第２の水素バリア膜１０５の上に、第１の酸素バリ
ア膜１０８及び第２の酸素バリア膜１０９を覆うように、例えば膜厚が 700～ 1000nm であ
る第２の絶縁膜１１０を形成する。次に、第２の絶縁膜１１０に、第１の酸素バリア膜１
０８の上面を露出させる第１の開口部１１０ａ及び第２の酸素バリア膜１０９の上面を露
出させる第２の開口部１１０ｂを同時に形成する。なお、第１の開口部１１０ａ、第１の
酸素バリア膜１０８、及び第１のコンタクトプラグ１０６等は、強誘電体メモリの容量を
形成するのに使用されるものであり、図示していないが、図面の右手にはさらに同じ形状
を有する構造が複数形成されている。また、第２の開口部１１０ｂは、後述する上部電極
の電位を第２の不純物拡散層１０３に引き出すために形成されているので、前記複数存在
する強誘電体メモリに対して（例えばメモリセルのセルプレートに対して）１つあれば足
りる。なお、第１の開口部１１０ａ及び第２の開口部１１０ｂは、コンケーブ形状をして
おり、第２の開口部１１０ｂは、例えば、図１９（ａ）に示すように、第１の開口部１１
０ａよりも小さいサイズにしてもいし、また、同じサイズにしてもよい。第２の開口部１
１０ｂは容量素子を形成しないことから、小さく形成することができ、微細化を実現する
ことができる。
【０１１６】
　次に、図１９（ｂ）に示すように、例えば白金又はイリジウムに代表される貴金属又は
その金属酸化物よりなる第２の金属膜１１３を第１の開口部１１０ａ及び第２の開口部１
１０ｂを含む第２の絶縁膜１１０上の全面に形成した後、ＣＭＰ又はエッチバック法によ
って、第１の開口部１１０ａの壁部及び底部並びに第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部
のみに第３の開口部１１１ａ及び第８の開口部１１１ｂを有し且つ筒型形状となる第１の
金属膜１１１を形成する。
【０１１７】
　次に、図２０（ａ）に示すように、第１の金属膜１１１及び第２の絶縁膜１１０の上の
全面に、例えばＳＢＴ系、ＰＺＴ系、及びＢＬＴ系等よりなる強誘電体膜１１２を形成す
る。
【０１１８】
　次に、図２０（ｂ）に示すように、強誘電体膜１１２のセルプレートが形成されるよう
に、強誘電体膜１１２をパターニングする。この際、第２の開口部１１０ｂの壁部及び底
部並びに第２の開口部１１０ｂの開口周辺に存在している強誘電体膜１１２を除去する。
【０１１９】
　次に、図２１（ａ）に示すように、第８の開口部１１１ｂを含む第１の金属膜１１１の
上、第４の開口部１１２ａの壁部及び底部を含む強誘電体膜１１２の上並びに第２の絶縁
膜１１０の上の全面に、例えば、白金若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその金
属酸化物よりなり且つ第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを有する第２の金
属膜１１３を形成する。
【０１２０】
　次に、図２１（ｂ）に示すように、強誘電体膜１１２は被覆されたままであり且つ第２
の開口部１１０ｂの壁部及び底部に位置する第２の金属膜１１３が残存するように、所望
のマスクを用いて、第２の金属膜１１３をパターニングする。次に、第５の開口部１１３
ａ及び第６の開口部１１３ｂを含む第２の金属膜１１３並びに第２の絶縁膜１１０の上に
、例えば膜厚が 50～ 300nm である第３の絶縁膜１１４を形成した後、該第３の絶縁膜１１
４の上に、第２の水素バリア膜１１５を形成する。これは、前述と同様に、上部電極の電
位を第２の不純物拡散層に引き出す領域も含めて完全に水素バリア膜で被覆することが可
能になるので、強誘電体キャパシタの水素による特性劣化を確実に防止することが可能に
なるからである。次に、第２の水素バリア膜１１５の上に、例えば膜厚が 100～ 300nmであ
る第４の絶縁膜１１６を形成する。なお、図示していないが、第４の絶縁膜１１６の上に
、通常配線等を形成する。
【０１２１】
　このように、第３の変形例に係る半導体装置の製造方法によると、第２の開口部１１０
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ｂの壁部及び底部には、第２の金属膜１１３の下地となる第１の金属膜１１１を存在させ
ているので、第１の金属膜１１１及び第２の金属膜１１３の密着性が向上し、第２の開口
部１１０ｂの壁部及び底部に第２の金属膜１１３を直接形成する場合に懸念される第２の
金属膜１１３と第２の絶縁膜１１０との剥離を防止することができ、断線を防止できる。
このため、上部電極の役割を果たす第２の金属膜の材料を自由に選択することができる。
【０１２２】
　＜第４の変形例＞
　図２２（ａ）及び（ｂ）並びに図２３（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に
おける第４変形例に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図を示している。なお、こ
れらの図面は、前述の第１の実施形態における図６及び図７に示した半導体装置を製造す
る場合の工程断面図を示しているので、これらの図面においては、図６及び図７に示す半
導体装置の構成要素と対応する部分については同一の符号を付している。
【０１２３】
　まず、図２２（ａ）の断面図に示す半導体装置を製造するまでの工程は、前述した図１
８（ａ）及び（ｂ）、図１９（ａ）及び（ｂ）、並びに図２０（ａ）を用いた説明と同様
であるので、ここではその説明は繰り返さない。
【０１２４】
　次に、図２２（ｂ）に示すように、強誘電体膜１１２のセルプレートが形成されるよう
に、強誘電体膜１１２をパターニングする。この際、第２の開口部１１０ｂの開口周辺に
存在している強誘電体膜１１２を除去して、第１の金属膜１１１における第２の開口部１
１０ｂの壁部の端部を露出させる。なお、第２の開口部１１０ｂの壁部及び底部には、強
誘電体膜１１２を残存させている。また、図２２（ｂ）においては、第２の開口部１１０
ｂの端部において、第１の金属膜１１１を露出させたが、例えば、第２の開口部１１０ｂ
の底部等において、第１の金属膜１１１の一部分を露出させてもよい。
【０１２５】
　次に、図２３（ａ）に示すように、第９の開口部１１２ｂを含む強誘電体膜１１２の上
並びに第４の開口部１１２ａの壁部及び底部を含む強誘電体膜１１２の上並びに第２の絶
縁膜１１０の上の全面に、例えば、白金若しくはイリジウムに代表される貴金属又はその
金属酸化物よりなり且つ第５の開口部１１３ａ及び第６の開口部１１３ｂを有する第２の
金属膜１１３を形成する。
【０１２６】
　次に、図２３（ｂ）に示すように、強誘電体膜１１２は被覆されたままであり且つ第２
の開口部１１０ｂの壁部及び底部に位置する第２の金属膜１１３が残存するように、所望
のマスクを用いて、第２の金属膜１１３をパターニングする。次に、第５の開口部１１３
ａ及び第６の開口部１１３ｂを含む第２の金属膜１１３並びに第２の絶縁膜１１０の上に
、例えば膜厚が 50～ 300nm である第３の絶縁膜１１４を形成した後、該第３の絶縁膜１１
４の上に、第２の水素バリア膜１１５を形成する。これは、前述と同様に、コンタクト部
も含めて完全に水素バリア膜で被覆することが可能になるので、強誘電体キャパシタの水
素による特性劣化を確実に防止することが可能になるからである。次に、第２の水素バリ
ア膜１１５の上に、例えば膜厚が 100～ 300nmである第４の絶縁膜１１６を形成する。なお
、図示していないが、第４の絶縁膜１１６の上に、通常配線等を形成する。
【０１２７】
　このように、第４の変形例に係る半導体装置の製造方法によると、第１の開口部１１０
ａ内に順に配置されている材料と第２の開口部１１０ｂ内に順に配置されている材料とが
同一になるので、上部電極の電位を第２の不純物拡散層１１０ｂへ落とす構造を容易に実
現することができる。また、第１の金属膜１１１と第２の金属膜１１３との接触は、第２
の開口部１１０ｂの開口領域内で接触しているので、第２の開口部１１０ｂの開口領域内
からはみ出して形成された場合に第１の金属膜１１１におけるはみ出し部分において接触
させる場合と比べて、微細化を実現することができる。
【０１２８】
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　なお、以上の各実施形態において、開口部がコンケーブ型である場合について図示し、
説明したが、本発明は図示した形状の場合に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　以上説明したように、本発明は、立体スタック型の強誘電体メモリを形成するのに有用
な技術である。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の構造を示す腰部断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における第１の変形例に係る半導体装置の構造を示す腰
部断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態における第２の変形例に係る半導体装置の構造を示す腰
部断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における第３の変形例に係る半導体装置の構造を示す腰
部断面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態における第４の変形例に係る半導体装置の構造を示す腰
部断面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態における第５の変形例に係る半導体装置の構造を示す腰
部断面図である。
【図７】本発明の第１の実施形態における第５の変形例に係る半導体装置の構造を示す腰
部断面図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す
工程断面図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示
す工程断面図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を
示す工程断面図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を
示す工程断面図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第１の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第１の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第１の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第２の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第２の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１７】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第２の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１８】（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２の実施形態における第３の変形例に係る半導
体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１９】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第３の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図２０】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第３の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図２１】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第３の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図２２】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第４の変形例に係る半

10

20

30

40

50

(21) JP 3935475 B2 2007.6.20



導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図２３】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態における第４の変形例に係る半
導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図２４】第１の従来例に係る半導体装置の構造を示す断面図である。
【図２５】第２の従来例に係る半導体装置の構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１３１】
１００　半導体基板
１０１　素子分離領域
１０２　第１の不純物拡散層（第１の導電層）
１０３　第２の不純物拡散層（第２の導電層）
１０４　第１の絶縁膜
１０５　第１の水素バリア膜
１０６　第１のコンタクトプラグ（第１のプラグ）
１０７　第２のコンタクトプラグ（第２のプラグ）
１０８　第１の酸素バリア膜
１０９　第２の酸素バリア膜
１１０　第２の絶縁膜
１１１　第１の金属膜（下部電極）
１１２　強誘電体膜（容量絶縁膜）
１１３　第２の金属膜（上部電極）
１１４　第３の絶縁膜
１１５　第２の水素バリア膜
１１６　第４の絶縁膜
１１０ａ　第１の開口部
１１０ｂ　第２の開口部
１１１ａ　第３の開口部
１１１ｂ　第８の開口部
１１２ａ　第４の開口部
１１２ｂ　第９の開口部
１１２ｃ　第７の開口部
１１３ａ　第５の開口部
１１３ｂ　第６の開口部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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